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分権型福祉国家と自治体改革 (1)

- ス ウェーデ ンを素材 として-

槌 田 洋

は じ め に

本稿はスウェーデンで進められている地方自

治体改革の中で,都市自治体内部の分権改革と

しての性格 を持つ近隣議会 (以下では NC:

NeighbourhoodCouncilと言 う)お よび広域

自治体 としての州を中心に,福祉国家の典型と

称されるスウェーデンでの分権型改革の検討を

試みるものである｡

ナショナルミニマムの向上と経済発展 とをリ

ンクさせるシステムは,スウェーデンでは 平̀

等'をスローガンとした戦後福祉国家体制の中

での,全国段階での賃金決定や自治体を通 じて

普遍的な社会サー ビスを提供するシステムに

よって展開されてきた｡そこでの経営単位はケ

インズ的な有効需要政策の先駆者を自認する中

央政府であり国家であった｡第二次大戦後のス

ウェーデンでは総合学校制度をはじめ中央政府

が決定 した公共サービスの実施のために大規模

なコミューン合併が強行され,この段階では自

治体は市民的な自治の単位 というよりもサービ

ス提供の担い手と見倣された｡

こうした集権的システムを動揺させたのは,

経済発展の停滞の中での公共セクターを支える

中央の財政基盤の不安定化である｡ 同時に財政

危機の中での公共セクターの効率化に向けた見

直 しを通 じて,従来の集権化システムが公共部

門全体の官僚化を生 じさせていた一方で自治体

レベルでの公共サービスの総合性が欠如 してい

たことや,サービスの質と内容に対する市民参

加の機会が不在であったこと,そしてこれに対

する不満を顕在化させることとなった｡

こうした中で着手 された改革は,ナショナル

ミニマムの維持を前提 としつつも行財政上の経

営責任を自治体に委ねるという意味での分権型

改革という側面と共に,自治体の運営に対する

市民の参加の制度化を進めるという意味で,早

に公的セクターの内部での中央から地方への分

権化に止まらない改革としての意味を持ってい

る｡

従来のスウェーデン地方自治の研究は制度や

システムの分析 ･評価の範囲を大 きく出ていな

い面が見 られる｡ 本稿では経済学的に踏み込ん

だ分析には到っていないが,政治 ･経済的な背

景の中での地方自治改革の経過と推移を捉えよ

うとする視点から,NCに焦点を当てて集権型

福祉国家の到達点を示すスウェーデンにおける

分権 ･参加型改革の現状 と方向を明らかにする

ことを狙いとしている｡

Ⅰ 戦後スウェーデン地方自治システムの

形成過程

- 集権型福祉国家における

地方自治システムの形成過程-

E.アルバクは,北欧の福祉国家は自治体を

中心 とした福祉社会システムと呼ぶほうが適切

であるとして次のように言う｡

｢北欧での公共セクターの増大はまず第一に基

礎的な福祉サービス,即ち社会福祉 ･保健 ･教

育サービスの拡大 と改善によるものである｡ よ

く知られていないことは,北欧諸国は福祉サー

ビスの主要な政策は国家の法によって国のレベ

ルで着手 したが,これら福祉政策を実施する機

関として自治体を選んだことである｡ 北欧の福

祉国家の現実の拡大局面は,公共支出の実質的
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な自治体化との過程でもあった｣1)｡

第 1-1表は北欧各国での公共支出に占める

中央政府と地方政府との割合を示したものであ

るが,とりわけスウェーデンでの地方政府の比

率の大きさが見て取ることが出来る｡

スウェーデンの従来の地方自治システムは二

層構造となってお り,基礎自治体 としての278
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第 1-1表 公共支出の中央 ･地方間の割合

(1988年) (単位 :%)

デンマ フィン ノルウェイ
スウエ-ク ランド

-デン中 央 政 府 31

33 38 28地 方 政 府 69 67 62 72

症 :スウェーデンは1987年の数値｡資料 :yearbookofNordl'c

Statistics脚注 1)の文献Alb

ak[1996]p 9より引用｡第 1-2表 国 ･ランスティング (県)･コミューンの事務配分

国 ランスティング (県) コミューン

対 外 関 係 外交 国際協力

国際交流 .協力防 衛 国防軍

戦時医療 民間防衛法秩序維持 警察,検察,裁判所教育 .研究 高等教育 .研究,基礎教育 高等教育 (看護婦養成等), 義務教育,高校

教育,成人指導要綱の作成,特定の高校教育 高校

教育 教育,障害者教育経 済 政 策 労働市場政策 地

域産業の振興 地域経済の支援住 宅 政 策 基本政策の策定,融資 土地利用計画,住宅供給

交通 .通信 全 国的鉄 道 .道路網 の建 地方公共運輸 地

方公共運輸,街路読 .運営,主要空港,交通安全規制,

郵便,電話所 得 保 障 各種社会保険 社会扶助保健 .医療 基

本政策の策定 保健,医療,歯科医療 高齢者医療環 境 基本政

策の策定 環境規制,公衆衛生規制,清掃,ごみ処理,下水道福 祉 基本政策の策定 機能訓

練 高齢者ケア,児童ケア,障害者ケアそ の 他 文化政策の策定,国立の文 劇場,博物館 劇場,コンサー トホール,

化施設 図書館,体育錯出所 :穴見明 ｢地方自治と地方財政｣(岡沢憲芙他編 『スウェーデンハンドブック』早稲田大学出版部)1997

年,152ページOのコミューンと,広域自

治体としての23の県によって構成されてい

る｡ コミューンと県および中央政府での事務配分は第 1-2表に示した通りであるが,県は主に医療行政をつかさどって

お り自治体による事務の殆 どはコミューンが1) E.Albak,"Introduction"inNordic

I,ocalGovernment,ed.byE.Albaketal.,TheAssociationOf

FinnishI,ocalAuthoritleSHelsinki,1996,p,8. 行っている｡スウェーデンの

地方自治体の特徴 として,ヨーロッパ各国との比較では

人口規模の大きさと共に,独自の課税権を持つ
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第 1-3表 GDPに占める政府支出の割合
(単位 :%)

1960-67 1968-73 1974-79 1980

-89デンマーク 29.1 40.1 49

.1 59.0フィンランド 29.3 31.

7 36.3 39.9ノルウェイ 32.8

41.8 48.5 49.5スウェーデン

34.8 44.3 54.4 62.7O

ECD 平 均 29.6 32.5 37.1 41.1出所 :OECDEconomicOutlook,HistoricalStatistics脚

注1)の文献 Albak[1996]p.7

より引用｡第 1-4表 スウェ

ーデンのコミューン数の推移午 村 (rural 町 市
合 計municipality) (town

)(borough)1862 2,4

00 89 約10 約2,5001901 2,384 92 20 2,496

1911 2,377 97 32 2

,5061921 2,371 110

35 2,5161931 2,373

113 45 2,5311941 2,353 117 53 2,523

1951 2,281 133 84 2,4981952 816 133 88 1,0371964 777 133 96 1,006

19691971197419771980

198319871992

625 132 91 848464278

277279284284286

注 :第二次合併で都市や農村自治体の区別

は無 くなりコミューンに統一された｡
出所 :『スウェーデンの地方自治』自治体国際

協会,1992年,22ページより｡

祉サービスの提供は,戦後の集権型福祉国家

の編成の中で主に自治の伝統の根強いコミュー

ンを通 じて展開された｡そこでは中央政府が定

めたサービス内容を,課税自主権を持つコミュ

ーンが中央からの補助金負担等

にも頼 りながら中央の指導の下に自らの責任で事

業を展開する形が取られ,このための事業の担い手

としての体制を確保するために強力にコミューン合併が進 第19号 (2000.4)められた｡

合併 と並行 して進んだ自治体のサービスの拡

大の結果,第 1-3表に見 られるように GD

Pに占める公共セクターのシェアは1960年代には OECDの平均に近かったが後半より

急速に上昇 している｡ このような政府支出の拡大は,第 1-4表に見 られるようにスウェーデ

ンでのコミューンの合併 とりわけ1969年以降の

急速に合併が進んだ時期と一致する｡

コミューンの規模拡

大は行政の近代化 ･専門化を大きく進めた一方

で,市民の参加の機会を希薄化させつつも,

政党政治化の拡大を通 じて民主主義のチャン

ネルを保障するという対応が取られてきた｡

ここでは最初にこうしたコミューン合併の経

過とその背景を検討することとしたい｡

1 スウェーデン地方自治体システムの形成

スウェーデンのコミューンは教会を中心とした自

営農民の共同体 としての中世以来の自治の歴史を

持っている｡ それは,強力な封建貴族層の欠如

した社会構造の中で近代にまで至る伝統となった

｡近代的な地方自治システムの誕生は19世紀

である｡ フランスや ドイツの革命の波にも影響

された地方制度確立に向けての論争は,186

2年の勅令による地方政府の包括的な改革を斎

らした｡この改革はコミューンに一般的な法的権限を認めると共に

課税権を与え,コミューンの市民権を総ての住民に

拡大すること等を通じて地方自治制度を確立 し

た｡この改革で,新しい地方自治単位 としての2

4の県が併せて設けられた2)｡この改

革以降,20世紀初頭からの都市化に伴い,地方

のコミューンでは人口減による税基盤の弱体化

によって経済的な困難に追い込まれた｡第

二次大戦末に制度改革に向けて政府が設置した調査委員会は1945年に報告書を提出し,地方の小コ

ミューンはより大きな規模のコミューンに合併すべ きである とした｡ ここでは小 コ2) L.Stromberg&J.Westerstahl,TheN



分権型福祉国家と自治体改革 (1)

ミューンを維持 したままでサービスを拡充する

ために,コミューンの事務の一部を国に移すと

いう案は拒否された｡調査委員会が合併を支持

する主要な理由は,より大きなコミューンはよ

り良い課税基盤を提供するであろうこと,また

より大きな経済的資源は行政活動をより計画的

にする可能性を与えるだろうというものだった｡

さらに,ある種のサービスは小さなコミューン

では全 く提供できないことが強調された｡

委員会はコミューンの活動の最も重要な分野

でどの程度の人口規模が要求されるかについて

の研究を行い,大部分のサービスにとって2000

人～3500人の人口規模が適切であろうとの結論

を下した3)｡

社会民主党 (以下 SAPと記す)は委員会の

報告にしたがって議会に提案し,合併によって

人口3000人以上のコミューンを作ることが決め

られた｡1952年に施行されたこの改革によりコ

ミューンの数は1951年の2498から1952年には

1037に減少し,平均人口は1500人から4100人に

増加した｡しかし一方では,都市化の一層の進

行によって1952年頃には既に小コミューンの人

口喪失が進んでいることが明白になっていた｡

他方で,コミューンが実施すべ きサービスは

1950年代の初にはさらに拡大しており,新 しい

総合学校システムの全国的な実施がコミューン

の事務を拡大することが予測されていた｡

こうした中で1959年に任命された新しい委員

会は,新たな合併が行われなければ1960年には

人口3000人以下のコミューンが仝コミューンの

36%に,1975年には40%に上ることを予測した｡

そして再度の合併に向けたコミューンの適性規

模として,総合学校の運営に足 りる人口規模で

ある8000人をコミューンの最小人口として決定

した｡
再度の合併では,将来的にもコミューンの人

口が小さくならないように,新たな領域は経済

的 ･地理的に一体性のあるものでなければなら

なかった｡新たなコミューンの地理的範囲は活

3) Stromberg&Westerstahl,ibid.,p.16
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動的な中心地域とそれを取 り巻 く周辺部という

経済活動の上での関連性を持つ地域を単位とし

て構成される必要があった｡調査委員会は,ク

リスタラーの中心地理論を活用する形で全国を

280の新自治体に分ける提案を行った｡

SAPの政府は中央党 ･左翼党の反対を押 し

切って委員会報告による改革を決定した｡そし

て合併に消極的なコミューンが1960年代の末ま

で残された中で,保守党 (現在の公式名称は穏

健党)の反対の中で1974年までに合併を終了さ

せる決定を行った｡この合併の結果,コミュー

ンの人口は平均 1万6300人に上った4)｡

この間の論争の中で,地方 自治政府がス

ウェーデンの民主主義システムの枢要な部分で

あることには各党を通じた一致が見られていた｡

見解が分かれたのはコミューンの社会的な役割

についてであった｡

調査委員会によって示された原則は,総ての

コミューンはその領域内で実施されるあらゆる

公共サービスをコントロールするべきだという

ものであった｡ もしも合併がなければ小 コ

ミューンはその権限を多様なコミューン間の共

同運営に譲り渡すことになるだろう｡

改革に反対する中央党 ･保守党および小コ

ミューンの主張 としては,補助金の増額 ･コ

ミューン間の共同運営またはコミューン･県 ･

国の間の権限の再配分などが代案として出され

た｡多くのコミューンは,例えば総合学校シス

テムの全体または上級部分を県か国の責任とす

ることを提案した｡コミューン合併に反対する

見解の根拠は,民主主義に関するものであった｡

大きな自治体-の合併は地方政治家の数の著し

い減少を麗らすであろう｡これは市民が地方政

治に参加し影響を与える機会を大きく減少させ

る｡ 一般市民の地方政治への影響力が減少する

ことによって,コミューンは性格を変えるだろ

う｡ 代わって,行政が支配的な影響力を獲得し,

地方職員数の増加は支出の増大に導くだろう｡

こうして,主要な批判は改革が地方の民主主

4) Stromberg&Westerstahl,ibid,,p.19.
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義に麗らす影響に向けられ,1962年以降の議論

はこの点に集中した｡

1969年に合併の強制が決定されたが,これに

至る議論の中で強まった批判への配慮として,

議員数の減少を緩和するための代理議員の制度

(正規の議員の欠席時のみ投票権を持つ代理議

員を予め任命する制度)が導入されると共に,

コミューンによる政党への補助金給付が地方の

政治活動を高めることを目的として認められ

た5)｡

2 コミューン合併の背景一政党間の論争

ヨーテポリ大学のU.ス トランドヴェリは,

コミューン合併をめぐる論争の中での各党の立

場を次のように整理 している｡

｢sAP政府が1962年にその政治的目標を実現

するためのステップとして大規模なコミューン

合併に着手したとき,彼らはサービス民主主義

イデオロギー (国民の求めるサービスの供給に

民主主義の重点的な役割を兄いだすとらえ万一

引用者)に導かれていた｡60年代の社会民主主

義的な福祉国家はその幼児期にあった｡SAP

によれば,コミューンの一次的な機能は公共

サービスを提供することにあり,コミューンは

福祉国家の重要な部分と見倣された｡ここでは

社会サービスの供給 と社会的権利の保障は全国

で同一であることが決定的に重要だった｡

この政治目標を達成するために,コミューン

は実行力があると共に中央の国家と密接に連携

していなければならなかった｡このため自治体

は基本的に国家規模の改革政策を実行するとい

う任務を持った統合的で有力な公共行政の装置

として計画されなければならなかった｡(中略)

サービス民主主義イデオロギーによる自治体は,

市民の立場からは純粋の政治的機能を持ってい

ない｡政治的民主主義は代わりに中央の国会で

有効でなければならない｡コミューンの政治的

な統治のなかでは,市民の政治参加はより重要

性の薄いものと見られる｡ コミューンの機能で

5) Stromberg&Westerstah1,2btd.,pp.22-23.
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重要なのは社会サービスの配分である｡

サービス民主主義のイデオロギーに対する直

接の批判として,2つのイデオロギーが1962-

1974年の間に見ることが出来る,市民民主主義

と共同体民主主義である｡

保守党 と自由党が市民民主主義のイデオロ

ギーを考案したとき,出発点はコミューンは明

白な政治的機能を促進すべきというものだった｡

このイデオロギーは市民権と政治に対する伝統

的な保守的自由主義的アプローチを背景として

おり,そこではコミューンは基本的に共通の利

益を促進するための個々人の自律的な連合体と

見られている｡ もし社会の発展が政治的決定を

通じて左右されるべきであるなら,決定過程は

コミューンを通 じコミューンによって着手され

運営されねばならない｡サービス供給のために

自治体を集権化することはコミューンから政治

的役割 りと共に民主主義の機能を奪うであろう｡

1960-1970年代に保守党と自由党が自治につ

いての彼等の考えを表明したときには,政治的

な統治の論点が基本的な内容だった｡彼らは参

加 と代表民主主義の伝統 に重点 を置いてコ

ミューンが如何 に統治されるべ きかを議論 し

た｣6)｡

後述するようにス トランドヴェリは,こうした

各党の立場が公共セクターの改革をめぐる議論

の中で逆転 していくことを指摘 している｡

3 戦後改革の理論的背景一普遍的福祉政策の確立

それでは,こうした改革を進めた SAPの政

策基盤はどのようなものだったか｡

T.テイル トンは,1960年代後半から1970年

代始めの時代精神を最も明確に反映する文書と

して 『平等への道 (英訳本のタイ トルは To-

wardsEquality)』 を挙げている｡SAPとLO

(ブルーカラー労働組合の全国組織)によって

設置され,A.ミュルダールを座長とする "平

等に関する作業グルーブ'によるこの報告書の

6) U.Strandberg,Debattenom DenKommunalaSjalvI

styrelsen1962-1994,Sodertalje,1998,pp.3801381.
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基本原則は,｢総ての人は充実した満足できる

生活をおくるための等 しい権利を持っている｣
とするものであった｡｢充実 した生活に向けて

の平等の権利を通じて社会民主党が主張するこ

とは,各人が自分の将来を作 り上げる上での平

等の選択の自由を持つべ きことである｣7)｡

この報告によれば,平等は決してそれ自体が

目標ではなく,より連帯的でより効率的な社会

に向けての一つの手段である｡ 不平等は経済成

長や効率を斎らすものではなく,むしろ人的資

源の発展を抑圧すること等々を通じて停滞と敵

偏心を生む｡こうして,平等は明らかな公正の

原則を反映するばかりか,｢安定 した社会発展

と社会連帯の前提条件として｣の役割を果たす｡

この報告では各分野にわたる具体的な計画を勧

告しており,その中では例えば教育政策は社会

的不平等の循環的継続を絶つための基本的な手

段として位置付けられ,また家族政策では結婚

した両性の経済的平等の保障が中心課題とされ

ていた8)0

このような,平等をキーワードとして社会の

発展 と経済成長を目指すという政策は,SAP

の戦略の基本的な部分に位置するといえるよう

である｡

戦間期の1930年代に政権を獲得 した SAPが

｢ケインズ以前のケインズ主義｣とも許される

経済政策によって大不況を乗 り切った実績を持

つことは,それが ドイツの再軍備に伴う輸出の

拡大によって支えられる側面は有るとしてもよ

く知られている｡テイル トンは,この時期から

戦後の復興期を通 じて SAPの政策を指導した

政治家としてE.ウイダフオスを挙げている｡

テイルトンによれば,ウイグフオスの社会主義

の本質的な基礎は,平等 ･自由 ･民主主義 ･経

済的安定 ･より多くのより効率的な生産のため

の経済のコントロール ･そして連帯であった｡

これらの中で主要な位置を占めるのは平等であ

7) T,Tilton,ThePoliticalTheoryofSwedishSocialDemoI

cracy,OxfordUnlVerSityPress,1991,p.217.でのテイ

ル トンの引用による｡

8) Tllton,ibid.,pp 2161223
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り,その実現は階級無き社会の理想とも重なり

あった｡大衆の窮乏化が社会主義革命の原動力

になるとする見解を退けたウイグフオスの戦略

は,漸進的な改革の過程を通じて資本主義社会

を変容させ生産手段の社会的コントロールを確

立することにあり,政権に就いた SAP にとっ

て主要な問題は生産手段を国家の所有とするこ

とよりも,経済全体を組織する国家の能力を如

何に発揮するかにあった｡

戦後の政策の輪郭を措いた二つの文書-

SAP新綱領 と 労̀働者階級運動の戦後プログ

ラム'の多 くはウイグフオスの責任によるとい

うが,これらの計画の基礎を為す思想は,経済

計画と社会福祉を通じて資本主義社会を変容さ

せるというものであった｡完全雇用のための効

率的な経済計画を通じて,生産の組織に対する

社会的なコントロールの範囲は拡大されるであ

ろうし,そして増大 した生産は社会福祉 と 公̀

正な分配とより高い生活水準'を保障するであ

ろう9)｡

こうしてスウェーデンが福祉国家としての政

策を拡大していく上で最も大きな影響を与えた

理論家として,テイルトンはミュルダール夫妻

を挙げている｡

ミュルダール夫妻の影響がインパクトを与え

たのは,1934年に 『人口問題の危機』が政治の

舞台に現われたときだった｡減退する出生率へ

の対応として,この本は無料の学校給食から経

済計画までにいたる包括的な社会改革のプログ

ラムを勧告した｡多くの社会民主党員は当初は

出生率の上昇が働 き手の増大を通 じて賃金を押

し下げることを恐れてこの本を疑いの目で見た｡

しかしそれ以降の党の指導者がミュルダール夫

妻の主張を受容 したことは,SAPが住宅問題

や女性問題,性教育,出産計画,保育所,学校,

の改革に関わる議論を積極的に提起する結果を

生んだ｡『人口問題の危機』は,スウェーデン

福祉国家の構造を形成する上での決定的なイン

パクトを与えた｡

9) Tilton,ibid.,pp 39-59.
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テイル トンはミュルダール夫妻の社会政策提

案の特徴として次の5点を挙げている｡

第 1に,彼らは生産の社会化よりもむしろ消

費の社会化を強調 した｡

第2に,生産手段の所有の変更を求めなかっ

たが,多 くの分野で公共の計画が私的な計画に

取って代るように,生産を実質的にコントロー

ルすることを主張 した｡

第3に,実物による給付を強調したことであ

り,子供の養育に当たっても親への経済保障よ

りも実物給付が優先され,同時に例えば保健 ･

医療分野での実物による給付は規模の効果を活

かせるものとされた｡

第4は,予防的社会政策の指向であり,従来

のように単に貧窮の症候を緩和するのでなく,

貧困や失業や病気の発生そのものを妨げ又は消

し去ることを目的とした｡それは,現実に貧窮

状態にあるものだけでなく,弱さを持つ者への

社会の義務を認めた｡彼らは予防的社会政策は

社会資源の浪費どころか生産的であるとする｡

若者や労働者の教育や健康のための,また家族

の福祉のための国庫の支出の大部分は,人々の

生活の喜びを高めるばかりか,その質と生産性

を増進するはずである｡

ここから彼らの社会政策への第5の特徴的な

アプローチが兄いだされる｡ 即ち,予防的な社

会政策は人的資本-の生産的投資であり,社会

の経済計算の中でそのようなものとして考慮さ

れねばならないとする思考である｡

｢我々は,その人的資源により良い配慮をする

ことによって貧しくなることはありえない｣10)｡

テイルトンによればこの手法は,スウェーデ

ンの社会福祉政策が単に貧困者や老人を対象と

するに止まらずに,若い世代全体を包括する

(彼らを国の資産として,浪費されるのでなく

注意深く守られるべきものとして政策の対象と

する)ことを意味 した11)｡

こうしたミュルダール夫妻の思想は冒頭に紹

介した 『平等-の道』等を通じて1960-1970年

10) Tilton,ibid.,p.165でのテイルトンの引用による,
ll) Tllton,lbLd.,pp.145-165

第19号 (2000.4)

代の公共サービスの拡大に大きな影響を与えた｡

こうした政策的な指向の中で,ナショナルミニ

マムを実現するための公共サービスの担い手と

してのコミューンの態勢を強化するためにコ

ミューン合併が進められた｡そして,コミュー

ンによる社会サービスの提供を保障するために,

中央政府からは特別補助金が支給されると共に,

詳細な規定によってコミューンの提供するサー

ビスの水準が義務づけられた｡そこでの背景と

なった理念は,平等 (地方間および性別の間)

であり居住地に関わらず同じレベルのサービス

が受けられることが重視された｡

こうした戦後の一連のコミューン合併の結果

として,一部の地域に残っていたタウンミー

ティングによる直接民主主義の方式は1950年代

の合併の結果としてコミューン議会を通 じた間

接民主主義によって完全に置き換えられた｡ま

た,その後の大規模合併によるコミューン数の

減少の結果,住民によって直接選出された代表

者の数が大幅に減少したことは民主主義と参加

の機会の後退として受けとめられた｡他方,コ

ミューン合併と平行して政党政治化が進むと共

に,政府は政党を市民の政治参加の機会を拡大

するチャンネルとして位置付けて,政党補助金

や宣伝活動-の補助を国とコミューンのレベル

で制度化 した｡

4 戦後自治体改革の諸結果

- 大規模コミューンの官僚化-

それでは,こうした大規模なコミューン合併

の結果としてコミューンの政治や行政はどのよ

うに変化 したのか｡スウェーデン政府は,1974

年に終了 した第二次コミューン合併の前後の

1966年と1979年の2回に渡って合併の結果につ

いての大規模な調査を実施 した｡ J.ヴェステ

ルス トールとS.ス トレンヴェリはこの調査の

内容を踏まえて合併の結果についての総括を

行っている12)｡

これによれば,合併の結果の第一の大きな特

12) Stromberg&Westerstah1,op.cLt.,pP.32-65.
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徴は,地方政治のレベルでの政党政治化が急速

に進行した一方での市民の政党離れであり,そ

れは合併によりコミューン数が減少した結果と

しての議員数の減少と一致して進んだ｡

歴史的にコミューンでの政党政治化は,中央

レベルでの政党政治が世紀の変わり目に形成さ

れはじめたのに比較すると遅れて進んだが,

1930年代を通じて各党による対立的な候補者リ

ス トの提出と,全国的な政党組織が候補者指名

をコントロールすることは一層普遍的な事態と

なった｡1950年の合併以降は政党の候補者リス

トによらない選挙を行うコミューンは存在 しな

かった｡1966年の調査では,議員-の候補者指

名は専ら政党の問題であり,政党での実績が例

外なく指名の条件とされていた｡他方では第 1

-5表に見られるように大都市を除いて通常は

地方の政党は政策を持たず,仮にあったとして

も殆ど議論の余地のないようなものに限られて

いた｡各党の活動は選挙時に候補者を立てるこ

とに限られていた｡

1979年の調査では様相は一変しており,殆ど

の地方政党は選挙政策の基礎になる綱領を持っ

ており,その内容は各党間で鋭 く対立していた｡

合併の結果,コミューン議員数は半分に減る

一方で,コミューンの行政組織の拡大とサービ

スが増大したことはコミューン内部での決定過

程を複雑化すると共に,議員による指導と調整

とを一層重要なものにした｡

こうした中で,重要な委員会の議長をパー ト

タイムで雇用したり,指導的な政治家のために

コミッショナーとして有給でフルタイムを確保

することが益々一般的になっていった｡この過

程の結果は少数の政治家が決定的な影響を与え

るという政治家の専門化をもたらした｡このこ

とは,一般市民による政治という従来の伝統か

らすれば大きな変化だった｡

政党にとっての厳 しい問題は,コミューンで

の市民の新たな活動の形態が政党を素通 りして

いることである｡ 市民たちは政治問題について

すら政治家によりも行政官により多 く相談する

ようになり,多くの市民が政党以外に組織され

37

第1-5表 選挙政策を持つ政党の比率(%)

コミューンの人口規模

8,000人以下 30,000以下 30,00

0以上1966 22

42 681979

94 99 98出所 :脚 注 2)の 文 献 Stromberg
& Westerstahl[1998

]p.37より引用｡第 1-6表 公務員の仝雇用者に占める割合

(

%)中央政府 地方政

府1965 9.9

10.31970 9.

3 16.31975

9.7 20.71980 ll.3 27.8

1985 10.6 30.41990 9.5 31.1出所 :StatisticsSweden,AKU (LaborForce

Sur-veys)スウェーデン中央統計局,1990年

｡脚注1)の文献 Albak[1996]p258より引用｡

第 1-7表 自治体の政治的代表者の推移19

64 1974 1980全数 187,000 75,000

83,000出所 :脚 注 2)の 文 献 stromberg& Westersta

hl[1998]p.54より引用｡

た多様な抗議行動に参加するようになった｡こ

うして,コミューンでの増大した政治行動は政

党を通 じた伝統的な活動よりも,新 しくより個

人主義的な表現を取 りつつあるかの

ようである｡代表制民主主義の立場からは,こ

うした展開は問題を学んでいると捉えられた｡

合併の結果による第二の特徴は,第 1-6表

に見られるようにコミューンが実施するサービ

スの拡大に伴う職員数の増大であり,それは専

門職化の一方で中央の各省に対応 して縦割 りに

組織されたコミューンの行政機構を窟らした｡

この反面,第 1-7表に見られるように政治的

代表者の数は合併前の半分以下に減少した｡こうした

変化と共に行政機構は根本的に変化 した｡19



38 調査と研究 第19号 (2000.4)

わゆる統合事務所を持っていた｡合併後にはこ

れは20%に止まっており,殆どのコミューンは

各々の委員会に直結した事務所という多様化 し

た行政組織を持っていた｡これは,分業と個々

のサービスの専門化とを伴った｡

こうした変化の結果,採用と昇進は極めて部

門化され実績ベースになった｡昇進は内部化さ

れ,コミューンでの職歴はある委員会の分野で

のフィール ドワークで始まり,昇進も同じ組織

の管理的なポス トになった｡部門を越えた動き

は経済分野などの非部門的な仕事に相応 しい学

歴を持つものに限られた｡部門化は中央の特別

法によって影響され,自治体の職員が教育や組

織を通 じて直接に中央各省の専門家的な規範や

中央の利益を代表するという状態に導いた｡

コミューンの行政官は多様な組織を通じて政

治的な影響力 をもってお り,同時に同 じコ

ミューンでさらには彼らが雇用されている同じ

委員会においてすら政治的ポス トを持っていた｡

二つの調査期間を通じて政党への加入状況に

変化はなかったが,一方でのコミューンのサー

ビスの拡大とも関連 して様々な市民組織や活動

グループへの市民の参加は拡大しており,こう

した利害関係団体が政党と並んで代案を作った

りコミューンと交渉する役割を果たしていると

いっ ｡

ヴェステルス トール等は,以上の変化を次の

ように要約している｡

｢コミューンに起こった多 くの変化は明確な

ものである｡ とりわけ,コミューンの活動の

予想を超える拡大,議会選挙や議会や委員会

での仕事での政党政治化,政治家の一部の職

業化,一般市民による行政から職業人による

行政への決定的な移行と,これに関連 した行

政上の機構と職員の一層の専門職化,および

コミューンの決定過程での利害関係団体の重

要性の増大｡これらの変化の性格と包括性を

合わしてみるならば,システム的な変化と呼

ぶに価する｣13)｡

13) Stromberg&Westerstah1,op.cit.,pp.147-165.

こうした合併の結果,出現 したのが 大̀きな

地方政府'だったことは間違いないようである｡

ヴェステルス トールによれば,コミューンの支

出総額の GDPに占める比率は1965年の15%か

ら1980年の25%に急増 しており,この急増の理

由の多くは都市化の継続やコミューンが責任を

持つ事業の増大によって説明できる｡ 同時に,

合併の前提としてどのコミューンもサービス水

準を低下させないことが往々にして条件とされ

たために,合併を契機にサービスの水準が旧コ

ミューンでの最高水準に調整されたことが上げ

られる｡ 支出の増加が最も大きかったのは地方

のコミューンを合併 した新コミューンであり,

そこでは合併による財政基盤の強化によって以

前には手の届かなかったサービス内容を実施す

る条件が出来た｡これらの中でコミューンの支

出の増加に最も大きな役割を果たしたのは国か

らの補助金であった14)｡

J.レインとT.マグヌソンは,自治体の各部

所はそのサービス提供機能ばかりでなく,雇用

者としての機能においても重要であるとする｡

第 1-8表に見られるように公務員の数は1972

年から1982年の間に111万7千人から158万人に

増加しており被雇用者総数に占める割合も32%

から41%に増加しているが,自治体の職員の被

雇用者総数に占める割合は21%から30%に増加

している｡ 職員数の部門別内訳では,第 1-9

表に見られるように教育と社会福祉がコミュー

ンの支出の40%と職員数の60%を占めているが,

この両者は法に基づいて最も厳格な中央の指導

を受けていた部門であった｡コミューンの予算

の2/3以上が委任された事務のためのものだと

推定されている｡ 同様に,1981年の県の予算の

76%と職員数の86%が保健 ･医療に用いられて

お り,義務付けられた分野は総予算の90%に

上っている｡

こうした中央による自治体のコントロールの

反面で自治体が中央政府に影響を及ぼす手立て

として,コミューン連合 ･県連合 (以下 ｢自治

14) Stromberg&Westerstahl,op.cit.,pp.34135.
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第 1-8表 公務員数の内訳

(単位 :1000人)

雇用者総数 公務員総数 国

地方1972 3,439 1,117

392 7251982 3,876 1,5

80 431 1,149出所 :脚注15)の文献 Magnusson&Lane[1

987]p.16.第 1
-9表 コミューンの財政支出 と職員数の部門別内訳 (1981

年)部 門 支出

割合 職員割合教

育 22 37社 会

福 祉 19 35エネルギー,水

14 3下水,ゴミ処理,住宅,土地

開発 7 2一 般 行 政 6 7

文化,レジャー

6 4保健,環境保護 5

0.3交 通 5 2産 業,商 業 4 1そ の 他 12 7

計 10

0 100出所 :脚注15)の文献 Magnusson&Lane[1987]

p.16.体連合｣という)を通じたもの

や政党のチャンネルや陳情などの手法が上げら

れる｡ 国会議員の約80%が自治体の抱える問

題を熟知した地方政治家の出身であることは

,中央による新 しい規則や指導の実施に伴って

国庫補助金が急速に拡大 したことの

理由を説明する｡ とりわけコミューンでは,国

庫補助金の額は地方政府に課された責任の拡大

を凌駕 していた｡コミューン連合と県連合は

,自治体を全国段階で代表しており,彼らは自

治体に関係する問題を扱う政府委員会への助言

者を任命した｡政府の提案には通常自治体連合

の事前の同意が求められており,連合は中央の

政策決定に深 く関わっていた｡連合はまた自治体活

動の多様な分野での調査活動に携わっており,自治体の意見を代表する上での重要な役割を担っていた

15)｡15) T Magnusson& JLane,"Sweden"inCentTd and
LocalRelations,ed.byE Pageetal.,SagePubli-/ 39こうした改革の結果として

,中央政府と自治体の間での一定の緊張関

係を含みつつもシステム全体としては集権的な性格を持

つ巨大な官僚機構が生じたことは疑いないようであ

る｡J.スチュアー トとG.ス トカーは,

1980年代の自治体改革の背景として197

0年代に公共セクターの官僚化に対する国民の幻

滅が広がったことと共に,世界的な経済停滞の

中で公共部門の効率化が求められたことを上げ

てお り,SAPは公共セクターに対する各党の批判

が国民の支持を得ていることを認め

ざるを得なかったために,1982年に政権

に復帰したときには公共サービスの改革を掲げ

たとする16)｡スチュアー ト等はこの改革

プログラムの趣旨を示すものとして,当時公共

行政省の計画担当秘書官であったL.グスタフ

ソンの著作を引用している｡それによれば,政

府が解決するべき基本的な課題は次のようなも

のであった｡第一に財源が乏しくなっている中

で新しい問題に対応するためにも公共サービス

の再評価や合理化の手法が求められていること

｡ 第二に公共機関の組織が複雑化すると共に技

術的な課題に眼を奪われている中で,公共機関

と国民との意識のギャップが広がっていること

｡ 第三に公共セクターの活動が広がりすぎて市

民による諸問題の解決に向けた積極的な活動の

場を奪っていること｡ 第四に国民は公共機関の

サービス精神やその能力の不足に対 して益々厳

しい見方をしていること｡ こうして掲げられ

たのは,公共部門の効率と効果を高めると共に,市

民としてまた利用者としての国民の声に敏感に対応する公

共サービスを発展させるための諸改革だった17)｡＼cations,1987,pp.13-28.16) J.Stewart皮G.Stoker,"TheFreeLocalGovermen

tExperimentsinScandinavia"inTheNew CentTdism,ed.byC.Crouchetal.,BasilBlackwel
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ⅠⅠ 集権型福祉国家の分権型改革

- 全国的なシステム改革と自治体改革の位置-

1 スウェーデンシステムの確立と動揺

- その政治 ･准溝的背景-

G.エスピンアンデルセンは,スウェーデン

の福祉システムを次のように特徴づけている｡

｢スウェーデンモデルは生産的で予防的な社会

政策の重視という意味で特徴的である｡それは

雇用や,訓練や,職業の転換や,成人教育や,

病気と事故の予防や,家族-のサービスに多く

を費やしている｡ それは予防的な施策を通じて

社会問題の発生を未然に防止することと共に,

雇用を最大化するために計画され,且つそれに

依存する福祉国家である｡生産的な社会政策は

極めて高 くつくかもしれないが,他方で不生産

的な支出は低 くなり,さらに雇用の供給を通じ

て税負担者の数は増大する｡それ故スウェーデ

ン福祉国家では,福祉支出の大きな部分は経済

成長への投資 と見倣す ことが出来るであろ

う｣18)0

戦後のイギリスやスウェーデンを中心とする

ヨーロッパの福祉国家は,強力な労働組合の影

響力とこれを背景とする社会民主主義政党に主

導されて,雇用保障と経済成長との統一的な追

求と,経済成長の成果を多様な所得再分配手段

を通じて労働者に還元する政策を取った｡

スウェーデンでは,戦間期に既に政権を握っ

た SAPによって住宅投資などの生活向上型公

共投資を通じた景気回復策などの,需要創出を

念頭に置いた政策手法が進められていた｡そし

て,戦後には産業構造の転換に向けて労働力の

痛みのない移動を進める積極的労働市場政策が

歌られ,他方では連帯賃金政策による低賃金部

門の底上げ等を通じて所得の平等化が進められ

た｡

こうした賃金保障政策の展開の一方で児童手

18) G.E.-Andersen,"TheMakingofaSocialDemocra-

ticWelfareState"inCreatingSocialDemocracy,ed.by

K.Misgeldetal.,ThePennsylvanlaStateUnlVerSlty

Press,1992,pp.36-37.

第19号 (2000.4)

当や住宅手当の支給その他を通じた所得の世代

間 ･階層間の再分配や,中間階層の要求に応え

る形での普遍的な社会政策が追求されると共に,

1960年代後半からは児童 ･高齢者ケアを中心と

する公共サービスが拡大されて女性有業率が男

性と遜色なくなる程に高まった｡

こうしてスウェーデンの戦後の福祉国家シス

テムは,社会サービスの保障と優秀な労働力の

提供が高度の産業競争力の基盤ともなる中で,

経済成長を通じて財政支出がファイナンスされ

るという構造を創ってきた｡このシステムの特

徴は,①連帯賃金政策による賃金の平等化と各

種の手当てなどを通じた所得の再配分と,②職

業教育などの保障を通じた生産性の高い部門-

の労働力の移動の促進,(参公共セクターによる

各種の社会サービスの供給の拡充と,これをも

前提としたとりわけ女性の労働力の確保,④教

育条件の整備と教育機会の平等な保障を通 じた

質の高い労働力の確保,などの特徴を持ってい

たということが出来る｡

これらは全体としては一方での経済成長と,

他方での所得再分配及び社会サービスの保障と

を両立させる路線として評価することが可能で

あり,そこでは社会サービスの保障や所得再配

分のシステムは産業活動に対して優秀で豊富な

労働力と市場とを提供する形での,ある種のイ

ンフラス トラクチャーを成 していた｡

しかし,こうしたシステムは経済成長の停滞

によって行き詰まりを示すようになり,1976年

に非社会主義ブロックによって政権を奪われた

SAP は,1982年の政権復帰後は公共セクター

の改革に乗 り出すようになる｡

ここでスウェーデンの中央と地方の財政状況

の推移を見ていきたい｡スウェーデンの公共部

門 (国 ･自治体 ･社会保険の合計を指す)全体

の財政赤字は1978年以降急激に悪化して1982年

には対 GDP比で7%に達 しており,この年に

政権復帰した SAP政府はスウェーデン通貨で

あるクローネを前年の10%に引き続き16%にの

ぼる切 り下げを行っている｡ その後に一旦は小

康状態を見た公共部門の赤字は1991年より急激
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に悪化しており,1993年には GDPの13%に達

している19)｡こうした財政悪化の中で公共部門

のシェアの高さが大きな負担になったであろう

ことは容易に予想できる｡第 2-1表は公共セ

クターの雇用と公共部門の支出および税とが経

済全体の規模に占める比率を見たものである｡

さらに第 2-1図は GDPに対する税収の比率

の推移を各国との比較で見たものである｡ 第2

-1表で公共消費 ･投資に対 して公共支出の項

が大きいのは公共支出に占める移転支出の大き

さに負っている｡飯野によれば1991年の公共部

門の歳出では移転支出が54.5%を占めており,

この内で利子支払いを除 く民間部門-の移転所

得は45.1%で,移転所得の内訳は家計が77.2%

で企業が22.8%を各々占めている｡ 移転支出の

内容を国の歳出内訳から見ると,家計-の移転

支出は国の歳出の 1/4を占めており内容は高齢

者家計への基礎年金の支払いを初め児童手当な

どの支出となっている｡ また企業への移転支出

では家賃水準の抑制を目的とした住宅の新築 ･

建直しへの補助金と農業補助金及び労働市場関

係の補助金の三つの分野で構成されている20)｡

このようにスウェーデンの公共支出の大きさは

かなりの部分が所得再配分機能に関連した支出

によるものということが出来るであろう｡

こうした公共支出の拡大の中で,第 2-2表

に見られるように自治体が自主課税権を持つ地

方税率は1970年以降には急上昇している｡ 自治

体レベルでの支出内容を1993年の支出で見た場

令,県段階では医療サービスの67%と知的障害

者サービスの7%を加えると74%が医療 ･福祉

サービス-の支出である｡ 更にコミューンでは

社会サービス35% と教育23% とで支出全体の

58%を占めている21)｡ こうした, とりわけコ

ミューン段階での社会サービス支出の大きさは

19) 多田葉子 ｢税金制度 と財政｣(岡沢憲実他編 『ス

ウェーデンハンドブック』早稲田大学出版部,1994年),

136-140ベーン｡

20) 飯野靖四 ｢財政と租税制度｣(岡沢他編 『スウェーデ

ンの経済』早稲田大学出版部,1994年),90-91ページお

よび98-99ページ｡

21) 脚注26)の文献 Haggrothetal.[1996]p74を参照｡
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第2-1表 公共支出･税のGDPに占める割合

(1990年) (単位 :%)

公共雇用 公共支出 公共消費 公共投

資 梶カ ナ ダ 6.6 n.a. 19.8

n.a. 36.1ア メ リ カ* 14.4 36.3

17.9 1.7 29.6日 本 6.0

32.0 9.1 5.2 31.1フ ラ ン ス 25.2 n.a. 18.0 n.a. 42.6

イ ギ リ ス 19.2 41.6 19.9 2.4

35.5スウェーデン 31.7 61.6 27.1

3.1 56.4資料 :OECD,NationalAccounts.

出所 :S.Rosen,"PublicEmployme叫 Taxes,andt

heWelfareStateinSweden"lnTheWelfareStateinTransition,ed,byR.B.Freeman,Uni-

versityofChicago

Press,1997,p.81.注 :*アメリカの数値は198

9年｡第 2-1図 各国の税収のGDPに占める割合(%) /

〆 雲露

7jl)A-スウェーデン.･.･...-ト.･.･...OECD一一一-

l l l l l1955 1955 195519551955 19551955 1955

出所 :第2-1表の文献と同じ(IbL'd.

,p.122)｡例えば児童保育の分野では

第 2-3表に見られるよ

うに3歳以上の学齢時までの対象児童では70

%という数字にも示されるような福祉サービス
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第2-2表 地方税率と付加価値税率の推移

地方税率 付加価値税

率1960 14.63

4.201965 17.2

5 6.301970 21

.00 ll.101975

25.23 17.651980 29.09 21.58

1985 30.37 23.

461990 31.16

24.231993 31.04 25.00出所 :T Aronsson,"The

EffectsofSweden'SWelfareStateonLabourSupply

Incentives"inTheWelfareStateinTransition,ed.byR.B.Freeman,p.

258第 2-3表 保育対象児の割合 (1990年
)(

単位 :%)0-2歳児
3歳児-学齢まで 学齢

児童デ ン マ ー ク 48 70 29

ド イ ツ 3 70

40フ ラ ン ス 29

95イ タ リ ア 5 85イ ギ リ ス 2 35-40スウェーデン 35 70

50出所 :P.Abrahamson,"TheScandinavianSoclalSe一一

vICeStateinComparison"inSocialCareSerm

'ces,ed.byJ.Sipia,Avebury,1997,p.1

65より引用｡第2-4表 女性の就業 第2-5表 男

女別の率の推移16-2

4才 25-54才1965 60.5 56.0

1970 59.4 64

.21975 66.1 74.2

1980 70.1 82.

91985 66.4 88.9

1990

67.7 91.3出所 :T.Aronsson,

op.cit.,p.259. 一週間当り労働時間

(25-54才)男性

女性1965 46.5

33.31970 44.6

31.91975 41.8

31.21980 41.2 30

.81985 41.6 32.3

1990 42.6 34.3出所 :

T Aronsson,op.cLt.

,p,260.的に示されている｡ 但 し,女性の就

業内容は第2-5表からも容易に読み取れるよう

にその大きな部分が短時間雇用であり,同時にこ

うした女性の雇用拡大に貢献した最

も大きな部分が公共セクターであった｡ 第19

号 (2000.4)エスピンアンデルセン

は最近の著作の中で,スウェーデンの福祉国家

システムが抱える構造的な問題を次のように要約

する｡｢西欧福祉国家は,

大量生産の支配的な経済を賄うために創られた

｡ケインズ理論の時代には,社会的な保障と経

済成長と平等と効率とは並行して進むことが

出来た｡こうした常識はもはや通用しなくなっ

ている｡｣｢工業の雇用の確実な減少と北欧の厳

格な平等的賃金政策によって,女性の雇用は勿論

のこと完全雇用の維持が公共セクターのサービ

スに依存せざるをえないことは,最初から明ら

かだった｡(中略)完

全雇用 と福祉サービスの充実を目指す政策にあ

って消極的な意味での最も著しい結果は性によ

る住み分けであり,女性は公共部門一典型的に

はパー トタイムの,男性は民間部門の仕事に集

中した｡ここにこのシステムのアキレス臆

を見ることが出来る,即ち巨大な公共部門の労働市場

が引き起こす税負担の拡大である｡ このシステ

ムは生産性の高い伸びによってこそ維持するこ

とが可能であるが,生産性や民間部門の投資が

停滞したときには厳 しいコス ト問題が発生する

｣22)0ここで指摘されていることは,福

祉国家システムで予定されていた福祉の向上と経

済成長との,ある意味では対立を李みつつも調

和的な発展をもたらすはずのメカニズムが機能

していないという

ことであり,こうした中で焦点となった低成長下での

公共サービスのコス トの問題は,とりわけ自治

体に集中することになった｡アルバクは,北欧諸国で

の自治体改革の背景を次のように要約する｡

｢1960-70年代の拡大局面では,福祉と平

等が最大の目標であり公共支出の拡大はそのた

めの手段 と見倣された｡1980年前後の第 2次石油危機と拡大する負債の中で,これは見直しを迫

られ,替わって焦点は公共セクターの近代化に,その拡大よりも構造改革に移った｡公共支出の22) G E.lAndersen,"After



分権型福祉国家と自治体改革 (1)

60%を自治体が占める中では,この改革は自治

体に主として向けられた｣23)｡

2 スウェーデン自治体改革をめぐる経過と背景

L.ス トレンヴェリとT.エ ンゲ ンは,ス

ウェーデンに近代的な地方自治制度が確立した

1862年以降の発展は5つの期間に要約できると

する｡

1862-1920年 :地方政府 としての基礎形成期間｡

主に工業化 と都市化によって特徴

づけられ,これらの変化や労働運

動などに対応する地方政府活動の

限られた拡大が見られた時期｡

1920-1945年 :継続的な都市化の時期｡

1945-1975年 :自治体の活動と中央の規制の拡

大｡社会民主的な改革政策の支配

的な時期｡

1975-1990年 :自治体の活動の拡大から中央の

規制緩和と分権の時期｡自治体の

活動の継続的な拡大とスローダウ

ン｡ 国の,細かな規制や公共セク

ターの生産性の停滞や,市民参加

の機会などの減少に対する最初の

批判の時期｡

1990-現在 :停滞,財政緊縮,民営化手法によ

る解決の時期｡90年代の初めに,梶

率の凍結と国庫補助の縮小によっ

て自治体のサービス拡大は停止し

た｡自治体の財政危機は緊縮政策

やサービス提供の外注方式その他

の民営化手法の採用につながった｡

現在にまでつながる改革に先行 した1945-

1970年代の時期は,国の包括的な監督 と指導

(法律による義務づけ,長期計画,詳細な規制

や国庫補助)によって特徴づけられていた｡コ

ミューンと県は多様な国家機関の,とりわけ県

レベルに置かれた中央の総合事務所と各省直轄

の県レベルの委員会の監督に従っていた｡

中央によるコントロールの最も重要な形態は,

23) Albak,op.cit.,ppl卜12.

43

教育法,計画 ･建築法,社会サービス法,保

健 ･医療ケア法等の個別の法に基づ く権限によ

るものだった｡自治体はこれらの法によって,

政府と国会を代表してサービスを実施すること

が義務付けられた｡これらの法の内容は,政府

の規則や命令,国家機関,行政裁判所の決定,

コミューン自身の内部的な規則や実践によって

具体化された｡その結果は移 しい命令や規則と

なり,それは解釈の難しさや逆に自治体職員が

法令を見過ごすこと等を麗らした24)｡

こうした中央の決定に基づ くサービスの自治

体による供給という集権的システムの改革は,

1982年に政権に復帰 した SAPが公共セクター

の合理化とその拡大の抑制を掲げたことが出発

点となった｡大兄は,この転換点の特徴を次の

ように要約する｡

｢SAPは1982年に6年ぶ りに政権に復帰 し,

そこでの最優先課題は経済の建直しだった｡こ

こで取られた政策手段は,産業全体としての生

産性の上昇によって国民総生産の増大と完全雇

用とを同時に達成することを目指す点では伝統

的な SAPの政策を受け継 ぐものだったが,同

時に公共支出の抑制策という重要な転換を含ん

でいた｡この転換は所得税の累進性の緩和とい

う税制改革によって一層強められた｣25)0

地方行財政に関わる主要な改革としては,

1991年の税制改革と1992年の地方自治法改正に

つながる改革,そして1993年と1996年に行われ

た補助金改革を挙げることが出来る｡

最初の1991年に行われた税制改革の目的が,

経済のグローバル化の中での国税 ･地方税を含

む全体的な課税システムの調整とこれに伴う地

方税負担の抑制にあったことは明らかである｡

所得税の抑制と付加価値税や資産課税の強化

によって特徴づけられる1991年の抜本的な税制

改革によって,一定の課税所得限度額以下の国

24) L.Stromberg&T.Engen,"Sweden"lnNordicLocal

Goverment,ed byE.Albaketa1.,TheAssociationof

FinnishLocalAuthorltleSHelsinki,1996,pp.236-246.

25) 穴見明 ｢スウェーデンにおける地方制度改革について

の予備的考察(1)｣『法経研究』静岡大学,第42巻 2号,

1994年2月,6ページ｡



44 調査と研究 第19号 (2000.4)

氏 (納税者の80%)は平均31%の地方所得税を,

限度額を超える者はこれに加えて20%の国の所

得税を納めることとされた｡結果的に所得税全

体の限界実効税率は最高で51%とされた｡

地方税改革の面では,経済に対する全体的な

税負担を限定することに集中した｡この中で実

施された改革はそれまで企業利潤や固定資産税

の一部や世帯の資本所得を含んでいた自治体の

課税ベースを,1991年からは住民の受け取 り所

得と年金所得に限定することと共に,1991-93

年の地方税率を1989年のレベルに固定するとい

う形で従来地方の民主主義の重要な要素と見倣

されてきた自主課税権を一時停止する措置を含

んでいた26)｡

政府の任命 した審議会の委員などの形でこの

税制改革に関わったB.セデルステンは,この

税制改革の背景を次の二点から説明している｡

第一には1986年のアメリカの税制改革に触発さ

れた経済のグローバル化を背景とする,税制度

の諸外国との調整である｡ フランスをはじめ西

欧諸国での最高税率はほぼ50%程度であったが,

1988年のスウェーデンでは75%に上っていた｡

スウェーデンでは製品の50%が輸出されており

その内75%は ECに向けられていたが,資本市

場も同様に統合が進んでおり,税率の相対的な

高さが外国資本の進出を阻むことが危倶された｡

第二の要因は高すぎる限界税率が労働へのイ

ンセンティブを失わせ,逆にブラック経済を造

る要因になっているという点である27)｡

こうして実施 された税制改革が,経済のグ

ローバル化の中でのアメリカを中心とした税制

改革の流れに沿ったものであることは否定でき

ないであろうが,反面で雇用主の社会保障負担

の大きさや移転支出の大きさなどのスウェーデ

ンの公共財政の特徴には基本的な変化はなく,

その意味では世界的な流れの中での微調整とも

いうことが出来るであろう｡

26) S.Haggrothetal.,SwedishLocalGoverment,Swedish

lnstitute,1996,pp.60-79

27) B.Sodersten,"TheSwedlShTaxReform,"Current

Sweden,No375,1990.

次に,1992年の地方自治法改正につづ く中

央 ･地方関係をめぐる自治体の改革は,分権化

と規制緩和から始められた｡ス トレンヴェリ等

は,こうした改革の内容を最もよく表すのは,

新 しい枠組み法 (市民の権利を明記した上で実

施内容は自治体に委ねる法)と新包括補助金シ

ステムそしてフリーコミューン実験を始めとす

る分権型改革の実験であるとする｡

フリーコミューン実験は, 2つの主要部分か

らなっていた｡第一に実験に参加 したコミュー

ンに対 して,より自由にコミューン内部の委員

会を設置することを認める新法の導入であり,

第二には実験に加わったコミューンと県に対 し

て,その申請に基づいて中央政府の規制から除

外される可能性を与えることである｡ この実験

とりわけ中央政府の規制からの除外が,中央各

省の抵抗によって難航したことはその後の経過

からも明らかである｡ ス トレンヴェリ等は,そ

の一方で,実験に参加したコミューンの大多数

が,実験による副産物としての積極的な結果を

報告しており,この実験は新地方自治法が,コ

ミューンが内部組織を決定する上での自由を与

えたことに明らかに寄与 したとする28)｡新地方

自治法が施行 された1992年 1月からは,各コ

ミューンには議会と執行委員会そして選挙委員

会が必要とされるに止まり,コミューンの委員

会構成は基本的に自由とされた｡ これはコ

ミューン行政が一つの統一体として機能するた

めの最初の基本的な条件とも言えるであろう｡

1993年と1996年に実施された自治体に対する

国庫補助金改革の第一の特徴は,分権化に伴う

自治体の財政的な自立に向けた特定補助金の一

般補助金化であり,さらに第二の特徴は,こう

した一般補助金への移行に伴う自治体間の課税

基盤の不均等に対応する財政調整制度の導入で

ある｡

従来,特定補助金には学校と児童老人のケア

を初め多くのものが設けられていた｡中央各省

は,コミューンの各委員会を通じて特定の事業

28) Stromberg&Engen,op.lit.,p,256.
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運営の促進とサービスの提供方法に影響を与え

るためにこれらの補助金を提供 してきた｡1980

年代の後半から,特定補助金は批判の対象 と

なった｡その内容は,それが地方での資源の非

効率な使用に導いていると共に,地方の自主決

定権を侵害しているというものだった｡

藤岡は,特定補助金を自治体の一般財源とし

ての一般補助金に改革することを最初に要求し

たのは1988年のコミューン連合による改革要求

であったとして,その要旨を次のように紹介し

ている｡

① 国がコミューンの活動を詳細に管理する必

要は,サービス要求の充足に伴って失われて

きた｡

② 国からの詳細な管理を ｢目的と予算枠によ

る管理｣に代えるには,財政制度に対する国

と地方レベルでの規制の緩和が前提となる｡

③ 資金の効率的な利用のためには,分割 (舵

割り)主義に代わって資金利用の自由な展開

と総合的な決定が要求される｡

④ 一般的な補助金制度は,優先順位の決定権

をコミューンレベルに引き下げることによっ

てコミューンの自治を強化する｡

⑤ 特定補助金制度は行政的に扱いにくい｡

こうしたコミューン連合の要求に基づいて,

議会の地方財政委員会は1991年にコミューンと

県へのあらゆる特定補助金を廃止 して一般的な

ニードに結びついた制度 とすることを勧告し,

1993年より新 しい一般補助制度についての法律

が施行された｡これにより12の特定目的補助金

が廃止された｡この時に制度化された一般補助

金は次の三つの部分から構成された｡

① 収入の平準化,② コス トに関わる構造的差

異の平準化,③ 人口減少に対する補助29)｡こ

の内収入の平準化に関わる補助金は,一定水準

の課税ベースに中央政府が定めた仮定税率を乗

じた金額を全ての自治体に保障しようとするも

のである｡ 具体的には,一人当り課税ベースの

29) 藤岡純一 ｢スウェーデンにおける補助金改革｣『都市

間遮』東京市政調査会,1998年1月号,30-42ページ｡

45

平均を100とした場合,1993年には125%までの

課税ベースに仮定税率を乗じた額を保障する一

一例として全国平均の93%までの税収しか挙げ

られないところでは,125-93-32あたりの課

税ベースに仮定税率を乗じた額が補助されると

いうものである｡ 補助額全体の算定は,①の収

入の平準化によって算定された額を基礎にして,

これに(参の人口密度や住民の年令構成などによ

るコス トの差異を控除または加算し,更に③の

人口減少の著しいコミューンに加算するという

ものだった30)｡

1993年から実施されたこの決定によって国庫

補助金に占める特定補助金の割合は,改革前の

69%から35%に縮小 した｡同時にこの新制度を

提案した非社会主義ブロックの政府は補助金の

総額を低下させ,新 しい一般補助金も廃止され

た補助金額 と比べて52億クローネが減額され

397億クローネとなった｡ス トレンヴェリ等は

この新システムが特別補助金の数を減らして政

府の詳細な規制の及ぶ範囲を減少させた一方で,

政府の財政カット政策の実施を容易にし,本質

的には国は経済上の困難と責任とを地方に移転

したとする｡ 第 2-2図はこの改革の結果によ

る自治体の歳入への影響を見たものであるが,

特定補助金の割合の急減と共に補助金総額の比

率の低下が明らかである｡ ただし,このような

第2-2図 1993年補助金改革による自治体の歳入構成の変化

1990 県 1994

出所 :脚注26)の文献 Haggrothetal.[1996】p.750

30) 藤岡,同上書｡
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補助金予算の縮減と補助金制度そのものの改革

とは一応区別した上での評価が必要であろう｡

1993年の改革に対 して,各コミューンの収入

とコス トの差異についての評価手法をめぐって

問題点が指摘される中で,1994年の SAPの政

権復帰を経て1996年から新しい国庫補助制度が

発足 した｡

山内は,1993年改革の見直しが必要になった

背景を次のように説明している｡ その第一は,

改革以降の地方財政の悪化である｡1995年には

10億クローネ,1996年には30億クローネに上る

地方財政の赤字が見込まれたばかりか,その後

も歳入に対 して歳出の増加が大きく上回ること

が見込まれたため,自治体に対する財源措置が

緊急の課題として浮上してくることになった｡

コミューン連合によれば,コミューンが抱える

社会福祉などの事務事業は高齢化の進展などに

伴って当然に増嵩する経費であるが,一方で,

それに対応 した税収の伸びは期待できない中で

は,このようなナショナルミニマムに関わる行

政サービスに起因する収入ギャップは,中央政

府の責任において財源措置を講ずるべきである

とされた｡改革を必要とした今一つの議論は,

一般補助金のシステムについてであり,指摘さ

れたのは収入の平準化の算定に当たって設定さ

れる保障水準 (1993年125%)も仮定税率も共

に中央政府に決定権があり,中央政府の財政状

況によってこれらの水準が低 く押さえられる可

能性があること｡ また,その他の補助額計算に

ついても公平性に欠ける面があることなどで

あった31)｡

1996年に施行された新たな補助制度は,各コ

ミューン･県の間の収入とコス ト構造の平準化

に向けた自治体間の水平的な財政調整としての

側面と共に,住民一人当り定額の国庫補助によ

る言わば垂直的補助制度という二つの側面を持

つものとされた｡前者の自治体間財政調整制度

は,収入の平準化とコス トの平準化という二つ

31) 山内建生 ｢スウェーデンにおける地方財政制度の改革

について｣『地方財政』地方財務協会,1998年4月号,

203-223ベーン｡
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の制度によって構成される｡ この内の収入の平

準化は,次の式によって計算される32)｡

ア.平均を超える課税ベースを持つ自治体が納

付する額｡

(当該団体の-人当たり課税所得一全国の平

均一人当り課税所得)×当該団体の人口×(平

均税率×0.95)

ィ.平均を下回る課税ベースの地方政府が交付

される額｡

(全国の平均一人当り課税所得一当該団体の

一人当たり課税所得)×当該団体の人口×(平

均税率×0.95)

この算式で平均税率とは,各地方政府が各々

実際に定めている税率の平均値であり,これに

0.95を乗 じるのは納付団体から見れば一種の留

保財源である｡

またコス ト平準化は同様に全国平均の標準コ

ス トと各県 ･コミューンのコス トとの差異が付

加または控除される仕組みであり,このような

コス ト計算の対象として,高齢者ケアや基礎学

校などコミューンと県を合わせて17の項目が設

定されている｡ ここでの標準コス トの合理性を

確保するために2年前の決算額をもとに価格調

整を行った上で毎年算定すると共に毎年検証の

ための分析も行われている｡

これらの自治体間財政調整制度は国の財源に

よるものではなく,当初の提案では各コミュー

ン･県の間で直接に財源を移転しようとするも

のであったが,それが憲法違反との見解が出さ

れたため国が再配分する制度に改められて施行

された33)｡

こうした改革の結果を含むスウェーデンの地

方税財政制度の特徴を次の3点にまとめること

が可能であろう｡

第一に地方税の税源が資産税ではなく産業活

動の結果を反映しやすい個人所得税とされてい

る事である｡

32) 山内,同上書｡

33) 山内,同上書｡
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第二に中央からの補助金の大部分が使途を限

定されない一般補助金の形を取っていることで

ある｡

第三に財政調整制度が自治体間財政調整とい

う独自のシステムを持つと共に,その計算方式

が透明なことである｡

こうした一連の地方財政改革は1991年の税制

改革に見られるように経済のグローバル化を背

景として税負担の抑制を基調としつつも,一方

では特定補助金の一般補助金化やフリーコ

ミューン実験を初めとした自治体の裁量権を拡

大する改革と連動することによって,自治体の

財政運営に関わる自立性の拡大に向かっている

ことは否定できないであろう｡

3 スウェーデン自治体改革の諸特徴

穴兄は,1970年代の後半から1990年代の前半

にかけての地方自治制度改革を,3つの性格に

分類する｡ 第一に,国家から分権に向かうベク

トル｡第二に,公共部門から市場に向かうベク

トル｡第三に,以上に中立的で管理能力の向上

を目指すベクトル34)｡

ここでは穴見による整理を念頭においた上で,

1990年代のスウェーデン自治体改革を,分権 ･

参加型,市場型,経営 ･組織型,の3つのタイ

プに分けて整理を試みたい35)｡

(1) 分権 ･参加型改革

ここに挙げられるのは,1979年の法によって

設置を認められた都市内分権制度としての NC

や公共サービスの運営に市民の声を直接反映さ

せる改革である｡

この中でまず NCは,コミューンを合併前

の旧コミューンを基本とした地域に分割してそ

の各々に NC議会を設けて,コミューンの業

務の内で主に教育や児童 ･高齢者ケアなどの市

民への直接サービスに関わるものを委任する制

34) 穴見明 ｢スウェーデンにおける地方制度改革について

の予備的考察(2り『法経研究』静岡大学,第44巻 2号,

1995年7月,40ページ｡

35) Sodersten,op.cit.,pp60198.
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度である｡NC議会は,コミューン全体の議会

の各政党議席数に応じた配分による議員で構成

される｡NCの設置の背景には戦後のコミュー

ンの合併に伴うコミューン数の減少によってコ

ミューンの議員数が半減したために,これが民

主主義と市民の参加の機会の危機として捉えら

れたことが挙げられる｡ 旧コミューンをベース

とした NC議会の設置は政治的代表者の大幅

な増加を意味した｡第2-3図に示されている

ように各 NC にはコミューンの各委員会が担

当する業務が委任されるため,各 Ncは当該

地域の総合的なサービス実施単位としての機能

を持つということが出来る｡

1979年の制度化以降に全国では最大時で28の

コミューンが NC を導入 したが93年には21に

減っている｡ しかし近年ではス トックホルム等

の人口規模の大きいコミューンを中心として増

加しておりその内容や背景は後述する｡

分権 ･参加型改革の2つ目に挙げられるのは,

公共サービスの内容に利用者と消費者の影響力

を反映させる改革である｡ 最も一般的な仕組み

第2-3図 コミューンでのNCのモデル

霊宝琶 芸賢 掌会 ) 貰会
総合的問題･長期計画･開発

＼ ～ / /

出
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は利用者委員会で,年金者や障害者を代表する

ようなものである｡約40のコミューンが,何ら

かの形のアドバイサリーな委員会を設けており,

そこには利用者と職員の両者の代表が含まれる｡

これと共に,1994年の地方自治法改正に伴い,

自治体の委員会は議会の許可に基づいて,一定

の自治体の施設や設備の全部または一部の日常

の運営を自律的な運営主体に委任できることに

なった｡この運営主体は,利用者と職員との両

者の代表を含まねばならず,利用者の代表者数

は職員のそれを上回らねばならない｡運営主体

の権限は日常の運営に限られており,一定の予

算の枠内で維持管理や開館時間等を決めること

が出来るが,自治体はいつでも委任を解 くこと

ができる｡

3つ目に挙げられるのは,協同組合による運

営への委任である｡とりわけ親達の共同保育所

が最近増えており,1995年には1075に上ってい

て仝保育所児童数の5%がこのタイプに通って

いる｡親の協同組合による学校設置の試みも進

められている36)｡

(2) 市場型改革

ここでの市場型改革とは,主に自治体のサー

ビス提供部門をなんらかの形で一般行政組織か

ら切 り離 して民間企業と競争させるなどの,市

場原理を活用 した改革である｡F.ヨハンソン

等は次のようにその特徴を纏めている｡

｢分権化に代わる主要な代案は,スウェーデン

では民間企業から借用 した手法だった｡マー

ケットメカニズムの活用や,目標管理手法など

のあらゆる手法がとりわけ大都市自治体で試み

られた｡90年代初めには殆どサッチャーのイギ

リスとスウェーデンの市役所には直接の連絡が

あったかのように見える｡ スウェーデンの大都

市では結果的に購入 :提供分割モデルが多かれ

36) なおスウェーデンでは第二次大戦後の公共サービスの

拡大の中で,市民団体が自主的に運営 していた社会福祉

事業などを公的事業に移管 していった経過があ り,日本

で言う社会福祉法人のような組織は見られない｡この点

の詳細は T.Lundstrom,TheNonproft'tSectorinSweden,

Manchester,1997参照｡

少なかれ導入された｡ 第 2ランクの大都市であ

る,ヴェステロス ･ヘルシンポリ･リンシェピ

ンの各コミューンでは,極めて包括的な改革が

実施され,殆ど総ての公共行政が購入 :提供分

割モデルに従って再組織された｡

ヴェステロスの提供組織は総てのソフトサー

ビス (個人への福祉サービス,児童ケア,老人

ケア,初等 ･中等教育,文化 ･レクレーション

施設)を一つの単一 企̀業'によって提供する

巨大組織であ り,それは政治的 購̀入組織'か

ら距離を置かれている｡ とりわけブルジョア政

党が総ての大都市で政権を取っていた1991-

1994年の間には多かれ少なかれこうしたモデル

が進められた｡1994年に左翼が政権を取って以

降もこうした形態は実質的に維持 されたが,

イデオロギー的な高まりはずっと少なくなっ

た｣37)｡

ここで言われている購入 :提供分割モデルと

は,コミューンの行政組織を購入者と提供者と

に分割するものであり,購入者の機能は政治家

の責任範囲にある特別の購入委員会が取 り扱う｡

この委員会は,サービスの実施にあたってコ

ミューン自身の提供部門か外部の契約者かのい

ずれかに発注するため,コミューンの提供部門

には民間事業者とのコス ト競争で生き残ること

が強いられるわけである｡ 約15のコミューンが

包括的な購入 :提供分割モデルを導入しており,

約60が部分的に取 り入れている｡ 一方でこのモ

デルはとりわけコミューン行政の運営に対する

議員の影響力を限定し,市民的にも行政運営を

不透明にする点で批判されたために,当初この

モデルの導入を予定していた61のコミューンの

内で25のコミューンは計画を変更して購入 :揺

供分割モデルの考えを放棄した38)｡

購入 :提供分割モデルに続いて市場型改革の

三つ目に挙げられるものは自治体サービスの外

注方式である｡1992年の12月に国会は,個人に

対する権力行使を含まない自治体運営の総てに

37) F.Johansson,H.Back,PoliticalDecentralisationm

MajorScandinam'anCities,GoteborgUniversity,p8.

38) Sodersten,op.cit.,p.267.



分権型福祉国家と自治体改革 (1)

ついて,原則として外注を認める法を通過させ

た｡コミューンの支出の10%は外注費であり,

最近は高齢者への私営サービスハウスが増えて

いて特別の住宅に住む高齢者のうち9%がこの

種の住宅である｡

市場型改革の三つ目は自治体のサービス提供

部門の自治体所有企業-の移行である｡1970年

代以降に自治体所有企業はコンスタントに増加

しており,1993年にはコス トベースで自治体総

事業の14%が企業形態を取っている｡ 最近年で

は,自治体の音楽学校や,データ処理や,人事

行政も企業で実施する例 もみられる｡

(3) 組織 ･経営型改革

組織 ･経営型改革は各サービスの執行単位の

経営責任を明確にした り複数部門にまたがる

サービスの総合化を目指す改革である｡ 多くの

コミューンで責任や権限を下位に委ねることや

組織内での決定段階や中間管理者の数を減らす

ことを通じて運営の効率化を図りつつある｡

(4) 自治体改革の諸類型

以上の諸改革は次のような方向性の中で評価

することが可能であろう｡

第一には,全体に共通するものとして従来の

コミューン内の縦割 り組織に対する地域での総

合性を備えた自治体組織への改革である｡ これ
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はフリーコミューン実験を経て総合的な行政単

位としてのコミューンの再生の中では言わば必

然的な性格を持つものとも言うことが出来るで

あろう｡

第二には,NCに代表される分権 ･参加型と

市場型改革とへの分岐である｡市場型改革とは

購入 :提供分割モデルに端的に示されているよ

うに,公的セクターを私的な事業者と同列にお

いてそのコス トとサービスの質を競わせる改革

である｡分権 ･参加型改革との分岐のポイント

は,公共サービスの受益者としての市民の立場

を強めることに重点を置くか,それとも公共セ

クターの運営そのものへの市民の実質的な関与

の実現を重点とするかの点である｡

第三には,経営責任を明確または強化 した組

織改革に対する,市民参加型改革の関係である｡

この対立はス トレンベリが危倶する程までに決

定的なものではなく,参加の契機を内包 した経

営責任の確立を現実化できるかどうかが問われ

ているとも言えるであろう｡

これらのある面では対立点を含む各々の改革

の総括と一般化については今後の検討課題とせ

ざるを得ない｡現段階では,スウェーデンの自

治体改革は総合性 ･参加 ･経営責任という3つ

のキーワードをめぐって試行錯誤の段階にある

と言うことが出来るであろう｡




